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第６章 化学物質による環境汚染対策等の推進 

第１節  ＰＲＴＲについて                             

 

１ ＰＲＴＲ制度(Pollutant Release and Transfer Register) 

 化学物質は、私たちの生活を豊かにし、便利で快適な毎日の生活を維持するうえで欠かせないも

のとなっており、その種類は数万種類といわれている。その一方で、これらを用いた製品やその原

材料の製造から廃棄に至るまで、さまざまな化学物質が大気や水、土壌といった環境へ排出され、

人の健康や生活環境に悪影響を及ぼすものもある。そこで、有害性のある多種多様な化学物質が、

どのような発生源から、どれくらい環境に排出されたか（排出量）、あるいは廃棄物に含まれて事

業所の外に運び出されたか（移動量）というデータを把握し、集計し、公表する仕組みであるＰＲ

ＴＲ制度が設けられた。 

  この制度により、住民や行政は、化学物質の排出に関するより詳しい情報を入手することができ

るようになった。また、事業者は、毎年どのような化学物質がどれだけ環境中に排出されているか

を把握でき、化学物質の自主的な管理の改善が期待されるようになった。 

 

２ 結果 

  佐賀県における平成２０年度分の届出件数は３５３件で、届出排出量は約１，７５６トン、移動

量は８１０トンであり、１９年度分と比較すると、排出量、移動量共にほぼ変化がなかった。届出

があったのは届出対象３５４物質のうち１０９物質であり、１８年度分の１００物質より若干減少

した数であった。 (表２－６－１ 届出排出量・移動量) 

また、届出外の推計排出量は２，８５５トンであり、１８年度の２，９８４トンより若干増加し

た。届出、届出外の合計排出量は４，６８１トンで、全国の約０.９％であった。（表２－６－２ 届

出排出量及び届出外（推計）排出量） 

  届出があった事業所のうち、業種別排出量・移動量は、輸送用機械器具製造業が最も多かった。

（表２－６－３ 届出排出量・移動量 上位業種） 

  届出対象物質の届出排出量・移動量はトルエンが最も多かった。（表２－６－４ 届出対象物質

の届出排出量・移動量 上位物質） 

 

表２－６－１ 届出排出量・移動量（平成２０年度） 

 
＊各数値は四捨五入しているため、合計が各数値の和と合わない場合がある。 

 

 

 

 

 

（単位：トン/年）

大気 水域 土壌 埋立 計 廃棄物 下水道 計
佐賀県 353 1733 23 0 0 1756 809 0.5 810 2566
全国 39472 179032 9715 381 10067 199195 199308 1506 200814 400008
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 表２－６－６ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の設置状況（平成22年3月末） 

特  定  施  設  の  区  分 設置基数 事業場数 立入件数

大気基準 

適用施設 

製鋼の用に供する電気炉   １  １ 

５０ 

アルミニウム合金の製造の用に供する溶解炉   ３  ３ 

廃棄物 

焼却炉 

焼却能力 ４t/h以上   ４ 

９２ 焼却能力 ２t/h以上から４t/h未満  １３ 

焼却能力 ２t/h未満 １０７ 

水質基準 

対象施設 

廃棄物焼却炉 

に係る施設 

廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設  １１ 
１３ 

 １５ 
灰の貯留施設   ６ 

フロン類破壊施設   ２  １ 

下水道終末処理施設   １  １ 

  資料：環境センター 

 

 

４ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果 

ダイオキシン類対策特別措置法第２８条に基づき、特定施設設置者は、毎年１回以上、排出

ガス又は排出水について自主測定を実施し、県に報告することとされている。 

    平成２１年度に報告された自主測定結果は、表２－６－７のとおりであり、排出基準を超過

した施設はなかった。また、自主測定結果未報告施設は２４施設であり、このうち施設が稼動

していない（休止、未稼働等）ものは２０施設、未測定は４施設であった。 

 

  表２－６－７ 特定施設設置者の自主測定結果（平成２１年度） 

区  分 
測定報告

施 設 数

基準超過

施 設 数
     測定値の範囲 

大気基準 

適用施設 

製鋼用電気炉   １ ０ 0.72 ng-TEQ/m3

アルミニウム溶解炉   ２ ０ 0.19 ～ 1.5 ng-TEQ/m3

廃棄物焼却炉  ９６ ０ 0.000000063～10 ng-TEQ/m3

水質基準 

対象施設 

廃棄物焼却炉に係る 

廃ガス洗浄施設 
 ※ １ ０ 0.00060 pg-TEQ/L

下水道終末処理施設   １ ０ 0.00039 pg-TEQ/L

※水質基準対象施設を設置する事業場で公共用水域に排出する事業場が対象。 

資料：環境センター 
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第３節 農 薬                                  

 

１  農薬安全使用対策 

  県では、環境の維持保全や消費者の食の安全に対する関心の高まりに対処し、化学合成農薬

や化学肥料の使用回数や使用量を低減した農業、いわゆる「環境保全型農業」の取組を推進し

ている。 

  このような中、農薬安全使用対策については以下のとおりである。 

（１）農薬販売業者への立入検査の実施                                                  

農薬の不適切な管理等による危・被害を未然に防止するため、農薬販売業者等に対し、農

薬の管理状況等についての立入検査を行い、必要に応じて改善事項等の指示を行った。       

（２）農薬適正使用の啓発                                                                     

      農薬の適正な管理及び使用の徹底を図るとともに、化学農薬の使用を低減した農業技術の

普及を推進するため、「病害虫・雑草防除のてびき」を取りまとめ、市町・農協・農業共済

組合等の指導者等に配布するとともに、その内容の周知を図るための研修会を開催した。             

また、農薬販売業者、造園業者及びゴルフ場のグリーンキーパー等を対象に、農薬指導士養    

成研修と認定試験を実施し、平成２１年度には新たに５８名を農薬指導士として認定した。 

    この結果、平成２２年４月１日現在で、５８２名の農薬指導士が認定されており、各組織

等における農薬の適正な管理及び使用の指導に取り組んでいただいている。   

       さらに、６月～８月を「農薬危害防止運動月間」として設定し、行政・団体・農薬販売業

者等を対象とした農薬適正使用研修会の開催や、ポスター・パンフレット等の配布等による

啓発活動を実施するなどして、農薬による事故等の未然防止、ひいては県民の健康保持と生

活環境の保全に努めた。 

（３）農作物の残留農薬分析調査事業 

    農薬の適正使用を徹底することにより、県産農産物に対する消費者の信頼を確保し、「安

全･安心な農産物を供給する産地」として評価を高めるため、平成１５年度から県内全域の

主要農作物を対象に、県が無作為に農家を選定し、調査対象作物を採取し、その残留農薬を

調査する残留農薬分析調査事業を実施している。平成２１年度は、県産農産物１１種類 

   ２５２検体の調査を実施した。（表２－６－８参照） 
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  表２－６－８ 農作物の残留農薬分析調査結果（平成２１年度） 

  
無 登 録 
農薬調査 

作 物 名 調査件数 調査農薬数 分 析 結 果 

残留が確認された件数 
  いちご
  露地みかん 

 6 
12

     2 
  2

0 
0 

計 18     － 0 

 
 
 
登  録 

農薬調査 

作 物 名 調査件数 調査農薬数 
分 析 結 果 

残留農薬基準値を超過した件数 
  いちご 
たまねぎ 
こねぎ 
施設なす 
施設きゅうり 

  アスパラガス 
 キャベツ   
  露地みかん 
  ハウスみかん 
  なし   
  キウイフルーツ 

     40 
     45 
     14 
      6     
    13 
    21 
   10    
    48 
    16 
    12     
       9 

    14 
    14 
    14 
    14    
    14 
    10 
       14        
    14 
    14 
    14    
       12 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

計     234        － 2 

合 計 252      － 2 

※ 残留農薬基準値とは、食品衛生法により、農薬が残留している食品を食べることにより摂取される農薬量
を試算し、それが許容１日摂取量(ADI)を超えないように設定されている数値。（ADIとは、認められるような
健康上のリスクを伴わずに、人が生涯にわたり毎日摂取することが出来る体重１kg当たりの量） 

 

２ 環境中における農薬実態調査 

   一般農耕地環境調査 

   一般農耕地（田畑等）で使用されている農薬の環境への影響について調査するために、県内の

農業用排水路８地点（表２－６－９）において、県内での使用量の多い２農薬について水質調査

を実施しているが、平成２０年度調査で基準値等を超過しているものはなかった。（表２－６－

１０） 

 

表２－６－９ 一般農耕地環境調査地点  

  水系 河川名 調査地点 

農
業
用
排
水
路 

筑後川水系 

安良川 鳥栖市真木町 

沼川 鳥栖市三島町 

巨勢川 佐賀市兵庫町淵 

嘉瀬川 嘉瀬川 佐賀市大和町池上 

松浦川 松浦川 唐津市久里 

有田・伊万里川 有田川 伊万里市二里町 

塩田川水系 塩田川 嬉野市塩田町畦川内

六角川水系 六角川 白石町福富北区 
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表２―６－１０ 一般農耕地環境調査結果（平成 21 年度） 

     単位：ｍｇ／㍑（ｐｐｍ） 

農薬名 調査地 ｍ／ｎ 検出値 備考 

殺虫剤 
プレチラクロ

ール 
水路 ０／８ ND 

公共用水域等における農薬の水質評価指針 

     0.041 

殺菌剤 
メチェナセッ

ト 
水路 ０／８ ND 

公共用水域等における農薬の水質評価指針 

     0.091 

 ｍ：検出検体数    

 ｎ：検査検体数    

 ＮＤ：定量限界値未満（定量限界値：0.001）  

      資料：園芸課 

 

３ 食品中の残留農薬等 

 

食品に残留する農薬については、食品衛生法に基づき残留基準が定められており、平成１８

年５月２９日から、残留農薬等に関する新しい制度が施行された。この制度は、基準がない農

薬等が一定量（0.01ppm）を超えて残留する食品の販売等を原則禁止するというものであり、

この制度を施行するに当たり、７９９農薬等に残留基準が定められ規制が強化された。 

  食品の安全性を確保するため、県内流通農産物等について、平成２１年度は、国産品２８種

類１５３検体、輸入品６種類３０検体、及び輸入加工食品１６検体の残留農薬等の検査を実施

した。 

  また、国内産の米６検体についてカドミウムの検査を実施した。 

    検査結果については、表２－６－１１のとおりであり、「こまつな」及び「こねぎ」各 1 検 

  体ずつで残留基準を超過していた。 

  基準超過が確認された検体と出荷日が同一であるものや基準超過の恐れがあるものについて 

   は、市場から自主回収を行うとともに、生産部局と合同で原因究明を行い、生産者に対して指 

   導を実施した。 
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表 2-6-11 平成 21 年度特殊検査 

 

１．残留農薬 
区分 検体名 検体数 項⽬数 違反

件数
検出

検体数
検出
農薬 

使⽤
⽤途 検出数 単位（ｐｐｍ）

検出値 基準値

国 
 

 

産 

1 きゅうり 6 47 0 2 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 2 0.14，0.14 5
2 たまねぎ 6 46 0 0
3 ばれいしょ 6 41 0 0
4 トマト 6 45 0 0
5 キャベツ 6 49 0 1 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 殺⾍剤 1 0.02 0.7
6 ピーマン 6 42 0 0
7 なす 6 44 0 4 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 殺⾍剤 1 0.05 1

ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 3 0.03，0.09，0.18 5
8 ブロッコリー 3 47 0 1 ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 殺⾍剤 1 0.01 1
9 こまつな 4 44 0 1 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 1 0.04 5(暫)
10 ハウスみかん 6 46 0 0

11 ⽇本なし 4 47 0 4 
ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ 殺⾍剤 1 0.02 0.5
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 殺⾍剤 2 0.03，0.01 0.2
ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 3 0.04，0.03，0.02 0.1

12 ぶどう 6 48 0 0
13 かき 6 44 0 0
14 こまつな 4 47 1 2 ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ 殺⾍剤 1 0.02 0.01(⼀）

ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 殺⾍剤 1 0.07 0.1(暫)
15 たまねぎ 4 39 0 0

16 こねぎ 6 47 1 2 
ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ 殺⾍剤 1 0.01 3
ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 殺菌剤 1 6.1 5
ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ 殺⾍剤 1 0.15 0.5

17 ⽶（⽞⽶） 6 46 0 0
18 ⽔菜 6 46 0 1 ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ 除草剤 1 0.02 0.05
18 露地みかん 6 45 0 0
19 れんこん 4 46 0 0
20 なす 4 42 0 2 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 2 0.04，0.01 5

ﾎｻﾛﾝ 殺⾍剤 1 0.01 0.5(暫)
21 ⼤⾖ 4 32 0 1 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 殺⾍剤 1 0.04 0.05(暫)
22 いちご 6 46 0 0
23 はくさい 6 45 0 0

24 りんご 4 45 0 3 
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺⾍剤 1 0.02 1
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 殺⾍剤 1 0.02 0.2
ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘ
ﾝ 殺⾍剤 3 0.04，0.08，0.08 5 

25 ほうれんそう 4 44 0 0
26 レタス 8 42 0 1 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 1 0.04 5
27 キャベツ 6 45 0 1 ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ 殺⾍剤 1 0.05 2
28 アスパラガス 4 45 0 0

輸 
 

 

⼊ 

29 バナナ 4 46 0 1 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺⾍剤 1 0.13 3
30 キウイ- 4 45 0 0

31 レモン 6 49 0 5 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺⾍剤 5 0.07，0.05，
0.05，0.03，0.02 1 

ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ 殺⾍剤 1 0.04 1
32 オレンジ 6 46 0 2 ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 殺⾍剤 2 0.04，0.02 5(暫)

33 グレープフルーツ 6 49 0 3 
ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 殺⾍剤 1 0.02 1
ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ 殺⾍剤 1 0.02 2
ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ 殺⾍剤 1 0.09 5(暫)

34 バナナ 4 48 0 0

加
⼯
⾷
品

35 冷凍⾷品 3 28 0 0    
36 ⽸詰 

「おうとう」 6 46 0 0         
37 冷凍⾷品 4 19 0 0    
38 冷凍⾷品 3 30 0 0    

 

２．米の成分規格 

検査月 検査項目 検体数 違反件数 検出数 検出値 基準値 

11 カドミウム 6 0 2 0.05, 0.02 1.0ppm 未満 

 


